
地
震
や
台
風
、
火
災
な
ど
の
大
規
模
な
災
害

に
対
し
て
は
、
常
備
消
防
だ
け
の
消
防
力
で
は

不
十
分
で
、
消
防
団
員
の
活
動
な
し
に
災
害
に

よ
る
被
害
の
軽
減
を
図
る
こ
と
は
困
難
で
す
。

特
に
、
こ
こ
数
年
、
新
潟
県
中
越
地
震
や
福

岡
県
西
方
沖
地
震
、
ま
た
、
昨
年
の
台
風
14
号

を
は
じ
め
と
す
る
豪
雨
災
害
な
ど
の
大
規
模
災

害
で
は
、
各
地
の
消
防
団
員
が
、
消
防
職
員
と

連
携
し
て
、
地
域
住
民
の
避
難
誘
導
、
救
助
活

動
な
ど
に
従
事
し
、
多
く
の
住
民
を
救
出
・
救

助
し
て
い
る
姿
が
新
聞
・
Ｔ
Ｖ
な
ど
で
報
道
さ

れ
ま
し
た
。

今
後
も
東
海
地
震
・
東
南
海
地
震
や
富
士
山

噴
火
な
ど
の
大
規
模
災
害
発
生
の
切
迫
性
が
考

え
ら
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、「
武
力
攻
撃
事
態
等
に

お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る

法
律
」で
は
、
消
防
団
の
役
割
と
し
て
、
住
民
の

避
難
誘
導
な
ど
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
ま

す
。
こ
の
有
事
の
際
の
避
難
誘
導
は
、
自
然
災

害
を
超
え
る
規
模
で
の
住
民
の
避
難
が
想
定
さ

れ
る
こ
と
か
ら
、
常
備
消
防
や
他
の
防
災
関
係

機
関
の
み
で
は
十
分
に
対
応
で
き
ず
、
消
防
団

を
抜
き
に
は
語
る
こ
と
は
出
来
な
い
状
況
に
あ

り
ま
す
。

こ
の
た
め
、
地
域
の
安
心
と
安
全
の
た
め
、

地
域
住
民
な
ど
で
組
織
さ
れ
、
献
身
的
か
つ
奉

仕
的
に
活
動
し
て
い
る
消
防
団
へ
の
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

ま
た
、
消
防
団
員
の
入
団
促
進
に
つ
き
ま
し

て
も
ご
支
援
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

12
月
１
日（
金
）〜
12
月
25
日（
月
）

１
室（
１
事
業
所
）

１
月
中
旬
以
降

上
谷
二
丁
目
１
番
15
号
　
新
町
別
館
２
階

Ｓ
Ｏ
Ｈ
Ｏ
ル
ー
ム
　
約
１
０
・
６
㎡

原
則
と
し
て
年
中
無
休
で
24
時
間
利
用
可

１
年
以
内
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
状
況
に

よ
り
通
算
３
年
ま
で
の
延
長
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

照
明
機
器
、
契
約
電
力
40
Ａ
、

コ
ン
セ
ン
ト
６
口(

２
口
×
３

カ
所)

光
ケ
ー
ブ
ル(

最
大
５
Ｍ)

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
１
カ
所

簡
易
型
Ｏ
Ａ
フ
ロ
ア
ー

机
、
イ
ス
、
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト

各
２
台

エ
ア
コ
ン
１
機

会
議
室
１
室（
20
人)

、
打
ち

合
わ
せ
コ
ー
ナ
ー
１
カ
所
、

コ
ピ
ー
１
台(

実
費
負
担)

、

給
湯
室
及
び
ト
イ
レ

機
械
警
備
設
備
完
備

負
担
金
・
共
益
費
・
駐
車
場
使
用
料
・
Ｉ

Ｔ
利
用
料
　
月
額
　
２
１
、
０
０
０
円

電
話
な
ど
は
入
居
者
負
担

と
し
ま
す
。

Ｉ
Ｔ
関
連
機
器
な
ど
を
使
用
し
、
起
業
化

及
び
経
営
革
新
の
具
体
的
な
計
画
を
持
っ
て

お
り
、
原
則
と
し
て
市
内
で
事
業
展
開
し
て

い
る
方
、
及
び
将
来
市
内
で
の
創
業
計
画
を

し
て
い
る
方
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
方

○
新
た
に
創
業
し
よ
う
と
す
る
方

○
創
業
後
５
年
未
満
の
企
業(

法
人
、
個
人)

○
そ
の
他
都
留
市
商
工
会
が
特
に
認
め
た
も
の

セ
ン
タ
ー
入
居
者
は
、
市
並
び

に
都
留
市
商
工
会
な
ど
の
経
営
支
援
が
受
け

ら
れ
ま
す
。

都
留
市
商
工
会
へ
所
定
申
込
書

類
一
式
を
提
出

商
工
会
が
設
定
す
る「
入
居
企

業
選
考
委
員
会
」で
決
定(

必
要
に
応
じ
て
応

募
者
と
の
面
接
あ
り)

都
留
市
商
工
会
　
（
43)

１
５
７
０

○この最低賃金は、県内で働くすべての労働者に適
用されます。
○次の手当は最低賃金に算入しません。
精勤手当、通勤手当、家族手当
時間外・休日・深夜手当
臨時に支払われる賃金
1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金

産業別最低賃金 1時間 効力発生日
電気機械器具、情報通信
機械器具、電子部品・デ
バイス製造業

761円
（757円）12月1日

（ ）内は11月30日
までの適用金額

自動車・同附属品製造業
768円
（764円）

山梨労働局賃金室　　 055（225）2854
都留労働基準監督署　 （43）2195

○次の産業については、産業別最低賃金が定められて
おります。

H 1 8 . 12. 1 12


